境港市原子力発電所環境安全対策協議会団体公募実施要領

（趣旨）
第１条　この要領は、境港市原子力発電所環境安全対策協議会設置要網（平成27年７月７日施行）第3条第2項第2号に揚げる団体（以下「公募団体」という。）の公募の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
（公募条件等）
第2条　公募の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1)　市内において活動していること。
(2)　営利を目的とする団体又は政治団体でないこと。
(3)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法第77号）第2条第2号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）でないこと。
(4)　その役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(5)　当該団体に属する者のうちから、次に揚げる要件のいずれにも該当するものを、境港市原子力発電所環境安全対策協議会委員の候補者として推薦することができること。
ア　市内に住所を有すること。
イ　満18歳以上であること。
ウ　月曜日から金曜日までの日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法第178号）に規定する休日を除く。）の日中に開催される会議に出席することができること。
エ　本市の職員（市議会の議員を含む。）でないこと。
オ　高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含み、全日制の課程に限る。）に在学する者でないこと。
2　前項第5号の規定により推薦することができる者の数は、一の団体につき1人とする。
（公募方法）
第3条　公募に当たっては、本市の広報誌、インターネットホームページ等で周知する。
２　応募する団体には、次に揚げる事項を記載した書類の提出を求めるものとする。
(1)　所在地、代表者の職及び氏名並びに電話番号
(2)　応募理由等（その内容は、「境港市原子力発電所環境安全対策協議会の応募団体に応募する理由及び原子力行政に関する意見」とする。）
3　公募の期間は、その都度、市長が定めるものとする。
（選考）
第４条　公募団体の候補として選考する団体の数は、５団体以内とする。
２　公募団体の候補となる団体の選考は、選考委員会を設置して行うものとする。
３　選考委員会は、委員長及び委員2人をもって組織する。
４　委員長は、総務部長をもって充て、委員は、次に揚げる職にある者をもって充てる。
(1) 市民生活部長
(2) 総務部防災監
５　選考委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
６　選考委員会における選考は、前条第2項の規定により提出された書類の評定により行うものとする。ただし、選考に関して公平を期すため前条第2項第１号に規定する内容を伏せて、同項第2号の規定する内容で選考を行う。
７　委員長は、選考委員会における選考の結果を市長に報告するものとする。
（通知）
第５条　市長は、前条第７項の規定による報告に基づき、その結果を応募者に通知するものとする。
（委任）
第6条　この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
　　附　則
この要領は、令和５年９月1日から施行する。
　　附　則
この要領は、令和７年１１月１日から施行する。
